
令和５年度事業計画 

 

令和５年度においては、前年度に引き続き農事功績者に対する表彰事業を行うとと

もに、最近における農業情勢の変化や農政の展開方向を踏まえて、我が国農業の発展

に資することを目的に、当面する諸問題についての調査研究、講演会等の開催、農業

教育の振興、会誌「農業」の刊行等の事業を推進する。 

なお、実施に当たっては新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ柔軟に対応す

ることとする。 

 

１ 農事功績者表彰事業 

農業経営、技術開発等における、農事功績者の表彰式を本年１１月に行うことと

し、都道府県知事、(一社)全国農業改良普及支援協会会長等関係農業団体の長、本

会会長・支会長の推薦に基づき、農事功績表彰者審査委員会の審査を経て理事会に

おいて受章者を決定する。 

農事功績表彰受賞者の功績をとりまとめ、会誌「農業」の臨時増刊号として刊行

する。 

 

２ 講演会・セミナー事業 

（１）中央農事講演会の開催 

我が国の農業・農村が当面する主要課題について、斯界の第一人者を招き、春秋

２回の「中央農事講演会」を開催する。なおその際、オンライン方式を活用し、よ

り多くの参加者を募る。 

 

（２）農業懇話会の開催 

農政時事問題、国際問題、環境問題、農業技術問題等を取り上げ、専門家の話題

提供と議論を行う「農業懇話会」を引き続き随時開催する。 

 

（３）地域セミナーの開催 

地域の要請により、当該地域における諸問題等について、本会農芸委員や学識経

験者及び受章農家等を交えて意見交換等を行う「地域セミナー」を、支会と連携し

つつ、関係行政機関等の協力を得て開催する。 

 

３ 調査研究事業 

多様化する農業・農村の動向を的確に把握し、調査研究活動の効果的な実施等に

資するため、下記の研究会、農事功績者を囲む座談会、表彰農家訪問調査に農芸委

員の参画を得るとともに、最新の情勢についての助言を受ける。 

（１）研究会の開催 

食用タンパク質研究会について、検討内容を「大日本農会叢書」として刊行する

とともに、４月２３日に東京大学弥生講堂において農学会及び日本農学アカデミー



と共催でシンポジウムを開催する。 

また、次期課題設定に取り組み、新たに研究会を開催することを検討する。 

 

（２）農事功績者を囲む座談会の開催 

前年度に表彰された受章農家の中から部門別に選出し、受章者の話題提供を中心

に現地指導者、農芸委員、本会関係者等からなる座談会を開催し、会誌「農業」に

て広く紹介する。 

 

（３）表彰農家訪問調査の実施 

前年度に表彰された受章農家の中から、特色ある経営等を実施している農業者の

現場を部門別に農芸委員を中心に訪問して、その経営内容と展開方向等を聞き取

り、会誌「農業」にて広く紹介する。 

     

（４）その他 

上記（１）～（３）の他、必要に応じ「先進農業者を囲む懇談会」等を適宜開催

する。 

 

４ 奨学金貸与事業 

農業の担い手育成の一環として、関係教育機関の就農を目指す在学生を対象にし

て、奨学金の貸与を引き続き実施する。 

 

５ 情報普及事業 

（１）会誌「農業」を毎月の定期的な刊行に加えて、農事功績表彰受賞者の功績をと

りまとめた臨時増刊号を刊行し、会員に配布するとともに、国、都道府県、研究

機関、普及組織、農業団体、大学農学部、農業大学校、県立図書館等に贈呈す

る。 

 

（２）会誌「農業」については、農事功績者表彰事業、講演会・セミナー事業、調査

研究事業等の内容、成果を掲載することを中心とし、その他農業、農村、農政、

技術、経営等の動きについて、広い視点から取り上げているが、引き続き誌面の

充実に努める。 

 

（３）調査研究事業等の成果のうち、特に重要なものについては、「大日本農会叢

書」等として取りまとめ、広く配布する。 

 

（４）発刊後一定期間を経過した既刊の会誌「農業」について、データベースに追加

する。また、本会ホームページを随時更新する他、情報普及・啓発に関する事業

を適宜行う。 

 

６ 農事奨励事業 その他 

（１）(一財)農林水産奨励会との土地賃貸借契約に基づき、その有効利用を通じて引



き続き安定的な運用益収入及び交付金を確保できるよう、新ビルの建設に係る諸

手続きを円滑に進める。 

   また、今後の円滑な業務の推進を図るため、デジタル技術を活用した業務の効

率化及び情報発信力の向上について検討する。 

 

（２）北海道、岩手県、秋田県、山形県、栃木県、新潟県及び熊本県の国内各支会に

対し、引き続きその活動に対して助成する。 

 

（３）東京農業大学の卒業論文等成績優秀な学生に対して、大日本農会賞を引き続き

授与する。 

 

（４）全国農業青年クラブ連絡協議会及び全国指導農業士連絡協議会の活動を引き続

き支援する。 

 

 


